
 

 

 

１ 事業の目的 

  綾瀬市商業者支援事業補助金交付要綱に基づき、商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、

市内商業の活性化を図ることを目的としています。 

 

 ２ 定義 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企

業者をいう。 

(2) 新規創業等 事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、若しくは初めて会社

を設立して当該会社の事業を開始すること又は既に事業を営んでいる個人若しくは会

社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立

し、当該新たに設立された会社の新たな事業を開始することをいう。 

(3) 店舗開業事業 市内に新しく店舗を営む事業をいう。 

(4) 店舗改装事業 市内で店舗を営んでいる事業者がその店舗を改装する事業をいう。 

(5) 商品開発事業 市内で店舗を営んでいる事業者が行う販売を目的とした綾瀬市にふさ

わしい商品を開発する事業をいう。 

(6) 販売促進事業 市内で店舗を営んでいる事業者が開発した商品や個店の主力商品の販

売を促進する事業をいう。 

 

３ 補助対象者 

 次の各号のいずれにも該当するものとします。 

(1) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。 

(2) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準として定められ

た日本標準産業分類に規定する小売業（大分類 Iのうち中分類５８）、飲食サービス業

（大分類Ⅿのうち中分類７６、７７）、生活関連サービス業（大分類Ｎのうち中分類７

８、７９）のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。 

(3) 納期限の到来した市区町村税を完納していること。 

(4) 納期限の到来した国税及び都道府県税を完納していること（店舗開業事業を実施する

新規創業等を行う者に限る）。 

(5) 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）に規定する創業支援等事業計画の認定

を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者又は１年以内に受け

る予定の者であること（店舗開業事業を実施する新規創業等を行う者に限る）。 

(6) 綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこ

と。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。 

(1) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第２号から第５号の規

定に該当する者 

(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)

の規定により許可又は届出を要する事業 
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イ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 

ウ 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第２条に規定する大規模小売店

舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者 

エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認めら

れる事業 

オ その他市長が適当でないと認める事業 

 

４ 補助対象事業 

次の要件に該当するものとします。 

(1) 店舗開業事業 

ア 店舗開業から５年間は、週４日以上営業するもの。 

イ 開業後、廃業等をせずに５年以上継続するもの。 

ウ 開業から３年間は、１箇月以上の休業をしないもの。 

エ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。 

オ 事業計画の作成に関して、中小企業診断士の助言及び指導を受けているもの。 

カ 交付決定から開業までの間、原則月に１回、中小企業診断士又は綾瀬市商工会の

経営指導員により助言及び指導を受けるもの。 

キ 開業後、３箇月、６箇月、１年、１年６箇月、２年、２年６箇月、３年の各期間

が経過した後、速やかに綾瀬市商工会に派遣された中小企業診断士又は綾瀬市商工会

の経営指導員による経営診断及び指導を受けるもの。 

※経費の補助対象期間は、交付決定日から令和９年２月２８日までとする。 

※現地調査のうえ、交付の適否について決定する。 

(2)店舗改装事業 

ア 魅力ある商店づくりのため、店舗を改装してから２年間は週４日以上営業するも

の。 

イ 店舗改装後、廃業をせずに２年以上継続するもの。 

ウ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を５年以上営んでいる店舗であって、当該店舗の

事業を継続する事業計画を有するもの。 

※経費の補助対象期間は、交付決定日から令和９年２月２８日までとする。 

※現地調査のうえ、交付の適否について決定する。 

(3)商品開発事業 

ア 開発する商品（以下「新商品」という。）が、既存又は競合する商品と比較し、本

市の特色を活かして差別化が図られているもの。 

イ 登録商標等紛らわしくないもの。 

ウ 綾瀬市のイメージを損なわないもの。 

エ 発売開始から 1年以内のもの。 

※経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの１年間とする。 

(4)販売促進事業 

  新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝 

等により販売を促進するもの。 

 

 



５ 補助対象経費等 

 

６ 申請手続き 

  受付開始日：令和８年４月１日（水）※予算の範囲内で申込順 

  受付締切日（店舗開業、店舗改装事業）：令和８年１２月２８日（月） 

  改装完了期日（店舗開業、店舗改装事業）：令和９年２月２８日（日） 

  提出については、綾瀬市役所５階 商工振興課商業担当に必要書類を添付の上、持参くだ 

さい。 

  なお、交付に当たっては申請内容を審査し採択を決定させていただきます。申請内容によ 

っては採択されない場合がありますので御了承ください。 

※店舗開業事業、店舗改装事業は、現地調査のうえ、申請内容を審査し採択を決定します。 

 ※店舗開業事業、店舗改装事業、販売促進事業は、事業開始前に申請する必要があります。 

 ※商品開発事業は、商品の開発後に申請する必要があります。 

７ 申請書類 

補助事業 補助対象経費 補助率 限度額 

店舗開業事業 

(1) 工事を伴う改装費 

（工事は市内の事業者に発注すること） 

(2) 設備購入費 

(3) 備品購入費 

（１品３万円以上、備品購入のみの経費 は対象

外とする） 

(4) 販売促進に係る広告宣伝費用 

(5) 店舗の賃貸借契約上の賃料（不動産仲介手

数料、敷金、礼金、保証金等を除く）に６

を乗じて得た額 

補助対象

経費の 

２／３ 

以内 

１回 

１００万円 

（創業はさ

らに１００

万円加算） 

店舗改装事業 

(1) 工事を伴う改装費（工事は市内の事業者に

発注すること） 

(2) 設備購入費 

(3) 備品購入費 

（1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対

象外とする） 

(4) 販売促進に係る広告宣伝費用 

(5) その他、魅力ある商店づくりに資するもの 

補助対象

経費の 

１／２ 

以内 

１回 

５０万円 

商品開発事業 

(1) 新商品の開発に係る原材料費 

(2) 新商品のパッケージ、ラベル等のデザイン

開発（作成）費 

(3) マーケティング、調査分析に係る経費 

(4) 専門家等の招へいにかかる経費 

補助対象

経費の 

１／２ 

以内 

１商品 

１０万円 

販売促進事業 (1) 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費 

補助対象

経費の 

１／２ 

以内 

１事業者 

１０万円 



補助事業 申請必要書類 

共通 (1) 綾瀬市商業者支援事業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 反社会的勢力に係る誓約書（第２号様式） 

(3) 直近の市区町村税の納付を証明する書類（綾瀬市で確認

できないものに限る） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

店舗開業事業 (1)店舗開業事業計画書（第３号様式） 

(2) 補助対象経費の内訳を説明する書類（５０万円以上の工

事費用については、２者以上の見積書） 

(3) 開業届の写し若しくは法人設立届出書の写し又はそれに

類する書類の写し（既に提出している場合に限る） 

(4) 補助事業者の定款又は規約 

(5) 位置図及び見取図 

(6) 施設の所有権、借地権又は賃借権等を証する書類（既に

権利を取得している場合に限る） 

(7) 現況写真等 

(8) 法令、条例、規則等による資格、許認可、届出等を行っ

ている場合は、その許可書等の写し（既に取得している場合

に限る） 

(9) 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書又は住民票の

写し（申請者が個人の場合に限る） 

(10) 登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている

場合に限る） 

(11) 直近の国税、都道府県税の納付を証明する書類（新規創

業等の場合） 

(12) 特定創業支援等事業支援証明書の写し（新規創業等を行

う者で、既に支援を受けた者に限る） 

(13) 設計の概要図（平面図、正面図等） 

※(13)は改装費の申請の場合 

店舗改装事業 (1) 店舗改装事業計画書（第４号様式） 

(2) 収支予算書 

(3) 現況写真等 

(4) 設計の概要図（平面図、正面図等） 

(5) 見積書（５０万円以上の場合は２者以上の見積書） 

商品開発事業 

 

(1) 商品開発（販売促進）事業商品説明書（第５号様式） 

(2) 新商品の全体像が分かる写真 

(3) 店舗内で販売している様子が分かる写真 

(4) 補助対象経費に係る収支決算書 

(5) 補助対象経費に係る領収書等支払いを証する書類の写し 



 

８ 変更等承認申請書 

 次のいずれかに該当するときは、変更内容が確認できる書類を添付して、綾瀬市商業者

支援事業補助金変更等承認申請書（第９号様式）を提出すること。 

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

  (2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

９ 継続支援報告書 

 店舗開業事業については、交付決定から開業までの間、原則月に１回、中小企業診断士

又は綾瀬市商工会の経営指導員により助言及び指導を受け、継続支援報告書（第８号様式）

により報告すること。 

 

10 実績報告書類（事業完了後３０日以内に提出） 

補助事業 実績報告必要書類 

共通 (1) 補助事業等実績報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 法令、条例、規則等による資格、許認可、届出等を事業開

始後に行った場合は、その許可書等の写し（申請時に提出して

いない場合に限る） 

(4) 補助対象経費に係る領収書等支払いを証する書類の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

店舗開業事業 (1) 補助事業の実施を証明する写真、現物等 

(2) 開業届若しくは法人設立届出書の写し又はそれに類する書

類の写し（申請時に提出していない場合に限る） 

(3) 施設の所有権、借地権又は賃借権等を証する書類（申請時

に提出していない場合に限る） 

(4) 特定創業支援等事業支援証明書の写し（新規創業等を行う

者で、申請後に支援を受けた者に限る） 

店舗改装事業 (1) 補助事業の実施を証明する写真、現物等 

販売促進事業 (1) 販売促進事業報告書（第１２号様式） 

(2) 補助事業の実施を証明する写真、現物等 

 

11 経営状況報告書 

 店舗開業事業については、開業後、次の各期間が経過した後、速やかに綾瀬市商工会に

派遣された中小企業診断士又は綾瀬市商工会の経営指導員による経営診断及び指導を受け、

経営状況報告書（第１４号様式）により、報告すること。 

販売促進事業 (1) 商品開発（販売促進）事業商品説明書（第５号様式） 

(2) 販売促進事業計画書（第６号様式） 

(3) 新商品又は主力商品の全体像が分かる写真 

(4) 補助対象経費に係る収支予算書 



(1) ３箇月 

  (2) ６箇月 

(3) １年 

  (4) １年６箇月 

(5) ２年 

(6) ２年６箇月 

(7) ３年 

 

尚、新規創業等を行う者で、実績報告後に特定創業支援等事業を受ける者は、経営状況報

告書に添えて特定創業支援等事業支援証明書を提出する（支援を受けた後の最初の提出時）。 

 

12 事業状況報告書 

 次の事業については、補助事業が完了した年度の翌年度から定められた期間、補助事業

の成果に係る毎年度の状況について、事業状況報告書（第１３号様式）により報告するこ

と。 

(1) 店舗開業事業は５年間とする。 

  (2) 店舗改装事業は２年間とする。 

 

13 補助金の取消し 

申請者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことがある。この場合に

おいて、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部について期限を定めて返還

させる場合がある。 

(1) 本補助金交付要綱又は法令に違反したとき。 

  (2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。 

(3) その他、市長が不適当と認めたとき。 


